
平成 27年 9月 

ゴルフ５カントリー オークビレッヂ 

― CLUB ROYAL OAK ― 

【 規 約 】 

１．本会の事務局、運営は全てゴルフ５カントリーオークビレッヂ内で行います。 

 

２．本会は健全なゴルフを通じ、エチケット・マナーの向上に努めると共に、「CLUB ROYAL OAK

（以下：年会員）」年会員を通じてゴルフの活性化を目的と致します。 

 

３．年会員の入会条件その他は、次の通りとなります。 

  ①アーサー会員＝男性、グイネヴィア会員＝女性。 

  ②入会は、満 18歳以上とする。（学生不可） 

  ③入会申込書、誓約書、免許証又は保険証のコピーを提出、顔写真 2 枚、書類審査を受け受理し、

定められた入会金及び、年会費を納めた者を入会とする。 

   但し、入会審査の為に場合によっては入会面接を実施する。 

   【入会金：10,000円税別／アーサー会員・グイネヴィア会員共通】 

   【年会費：アーサー会員 30,000円税別・グイネヴィア会員 18,000円税別】 

  ④年会員の有効期限は、毎年 7月 1日~翌年 6月 30日迄とする。 

   但し、7月以降に入会又は継続の場合、年会費を満額収めた日より翌 6月 30日迄とする。 

（年会費は一括支払いとする） 

又、毎年次年度年会費の請求書は発行致しません。事前に申し込み下さい。 

  ⑤年会員の資格を譲渡、または貸し借りは一切出来ません。 

  ⑥如何なる場合でも休会制度は一切御座いません。 

  ⑦プレー予約について 

   ・アーサー会員、グイネヴィア会員… 全日完全事前予約。コンペは営業迄ご相談下さい。 

   ・電話、自社WEB予約にて承ります。ゲスト同伴紹介ご予約は会員からのご予約となります。 

   ・季節による特別優待券、直前お得情報等は、原則郵送又はメール・FAX等にてご案内致します。 

  ⑧本クラブ全ての変更事項等についてはゴルフ５カントリーオークビレッヂ支配人に権限があり 

毎年 5月迄に決定することが出来る。 

 

４．年会員は次の場合にその資格を失います。 

  ①資格の有効期限が満了したとき。 

②退会・除名・死亡したとき。 

※有効期限中（年度内の途中）で退会申し込みがあっても入会金・年会費の返金致しません。 

③別紙の暴力団に関する事項に違反したとき。 

④ゴルフ場のルール・マナー・エチケットを守らない場合 

その他当クラブ利用約款に違反したとき。 

 

５．本規約に定めの無い事項につきましては、事務局において決定する。 

以上 


